
-（京浜地区） 

 

 

タクシーご利用の皆様へ 
 

平素よりタクシーをご利用いただきまして誠にありがとうございます。 

さて、この度、乗務員の労働条件改善、燃料高騰、配車アプリ、キャッシュレス決済器の導入等により各事業者の負担

増は拡大を続けております。安全安心なタクシーサービスをさらに一層充実させることを目的として、タクシー運賃の改

定をお願いすることとなりました。つきましては、京浜地区のタクシーは、令和８年３月１６日から、下記のとおり運賃

を改定させていただきますので、本改定の趣旨をご理解いただき、今後ともタクシーのご利用を賜りますよう、お願い申

し上げます。 

記 

タクシー運賃料金表（普通車） 

※京浜地区ではほとんどのタクシーがこの運賃を設定していますが、異なるタクシーもあります。 

 

１．距離制運賃                             （新）                                  （旧） 

初乗運賃  １ｋｍまで      ５００円  ←  １.０９１ｋｍまで   ５００円+ 

加算運賃  ２１４ｍまでごとに   １００円  ←  ２３９ｍまでごとに    １００円 

２．時間距離併用運賃 

        時速１０キロメートル以下の走行時間について 

１分２０秒までごとに １００円  ←  １分３０秒までごとに  １００円 

（お客様の都合により、車両を待機させる場合も適用します。） 

３．深夜・早朝割増   ２２時から５時まで ２割増 

４．時間制運賃（※観光周遊、冠婚葬祭など営業所等で、特約した場合のみ適用します。） 

        初乗運賃  １時間まで     ６,０５０円   ←  １時間まで     ５,４５０円 

加算運賃  ３０分までごとに   ２,７３０円   ←  ３０分までごとに   ２,４６０円 

５．迎車回送料金          1回につき定額料金を事業者ごとに設定 

６．障害者割引                     １割引 

７．遠距離割引 ９,０００円を超える金額について１割引 

 

＊大型車及び特定大型車については、別途設定されているものもあります。 

＊予約料金、車両指定予約料金は、事業者ごとに設定しておりますので、各社にお尋ねください。 

 

TO OUR CUSTOMERS 

Thank you very much for your patronage! 
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横浜市中区日ノ出町2丁目130番地 

一般社団法人 神奈川県タクシー協会 


